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基本構想 
 

第１章 総合計画とは 
 

第１節 総合計画策定の目的 
 

総合計画は、長期的なまちづくりを総合的・計画的に進めるための指針となるものです。 

本市では、平成18年度からの10年間を計画期間とする「河内長野市第４次総合計画」に基づき、

「みんなで創ろう 潤いめぐる 緑と文化の輝くまち 河内長野」をめざすべき将来都市像とし

てまちづくりを進めてきました。 

この間、日本の総人口は減少局面を迎え、本市では人口減少と少子・高齢化の同時かつ急速な

進行により、労働力の中心を担う生産年齢人口（15～64歳）は大きく減少しています。 

また、平成23年３月の東日本大震災以降、安全・安心な生活の確保や、地域・家族とのつなが

り・絆を求める声の増加、環境面に配慮したまちづくりへの関心の高まりなど、社会経済情勢や

人びとの意識は変化しており、まちづくりは大きな転換期を迎えています。 

このような状況の中、市民の行政に対するニーズはより一層多様化・高度化し、画一的な行政

運営では対応が困難となっています。 

本市が将来に向かって持続的に発展していくためには、これまで以上に長期的な視点に立った

効果的・効率的な行政運営が求められるとともに、市民と行政が力を合わせてまちづくりを進め

る上で、めざすべき新たな将来都市像を共有することが必要となります。 

これらを踏まえ、第４次総合計画から引き継ぐ課題への対応を含め、平成28年度以降のまちづ

くりを総合的・計画的に進めるための指針として、第５次総合計画（以下「本計画」）を策定し

ます。 

 

 

【本市の総合計画の変遷】 

本市の魅力として市民に浸透している「緑（自然）」は、第１次から第４次までの総合計

画に共通したまちのイメージとして引き継がれています。 
 
一方で、キーワードとして第１次から第２次では「健康」、第３次からは「歴史と文化」、

第４次からは「みんなで創る（協働1）」を加えるなど、時代の変遷に合わせた将来都市像を

描きながら総合計画を策定してきました。 

 

■これまでの総合計画の期間と将来都市像 

第１次：昭和 45年～60年   「緑の健康都市」 

第２次：昭和 60年～平成７年 「潤いと活気のある緑の健康都市」 

第３次：平成８年度～17年度 「人・まち・緑 夢くうかん 歴史と文化の生活創造都市」 

第４次：平成 18年度～27年度 「みんなで創ろう 潤いめぐる 緑と文化の輝くまち 河内長野」 

 

                            
1 協働：それぞれの主体性・自発性のもとに、お互いの存在意義を認め尊重し合い、対等の立場でそれぞれが持ち

うる資源を出し合い、補い合うことで、共通の目的を達成するために、協力、協調すること。 
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第２節 総合計画の構成及び期間 
 

総合計画全体の構成及びそれぞれの期間については、以下のとおりとします。 

 

１．構 成 
本計画は、「基本構想」、「基本計画（地域別計画含む）」及び「実施計画」により構成します。 

 

２．期 間 
（１）「基本構想」  10年間（平成 28年度～平成 37年度） 

 市民・関係団体・事業者・行政などすべての主体が共有する本市の将来都市像を描くととも

に、それを実現するためのまちづくりの指針となるものです。 

 

（２）「基本計画」  前期 ５年間（平成 28年度～平成 32年度） 

後期 ５年間（平成 33年度～平成 37年度） 
① 分野別計画 

基本構想を実現するための手段・方法として、まちづくりの分野ごとに施策の体系を示す

ものです。 

10年間の施策ごとの方向性を明らかにするとともに、社会経済情勢や財政状況の変化など

に対応するため、取り組んでいく施策の内容については５年で見直しを行います。 

 

② 地域別計画 

地域の特性を活かした、より地域の実態に合ったまちづくりを進めるため、小学校区ごと

の主にソフト面2のまちづくりの方針を示すものです。 

10年後のめざすべき地域の姿の実現に向け、市民が主体的に行う取り組みや、市民と行政

が協働して行う取り組みなどを示します。 

なお、地域の状況を確認しながら、必要に応じて５年で見直しを行います。 

 

（３）「実施計画」  ３年間 
３年を１期として策定し、社会情勢の変化などに対応するため１年ごとに見直しを行います。 

 

■計画の期間 

Ｈ２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度 H３４年度 H３５年度 H３６年度 H３７年度 

          

 

                            
2 ソフト面：人材・技術・情報など無形のものに関すること。 

基本構想 

実施計画 

基本計画 

後期基本計画 前期基本計画 

見直し 
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第３節 総合計画策定の視点 
 

社会経済情勢の変化や本市が直面する課題に的確に対応するため、本計画は以下の４つの視点

に基づき、策定しています。 

 

１．社会潮流に対応した総合計画 
人口減少や少子・高齢化、環境への意識の高まりなど、社会潮流が本市にもたらす影響を的

確に把握し、これに対応した計画とします。 

 

２．経営の視点を重視した実効性のある総合計画 
地域資源3の有効活用や、施策の選択と集中4など、経営の視点により、基本計画、実施計画及

び予算の連動性を強め、財政見通しを踏まえた実効性のある計画とします。 

 

３．市民と共につくる総合計画 
策定にあたっては、様々な形で市民が参画できる機会を設け、まちの将来都市像を共有する

とともに、地域住民が主体となって地域ごとのまちづくりの方針を定める計画とします。 

 

４．分かりやすい総合計画 
実現可能で明確な目標のもとに、評価や成果の視点を重視した計画体系を構築するとともに、

行政評価システム5の活用などにより、達成度を明確に把握できる計画とします。 

また、簡潔で要点を押さえた表現や、見やすい紙面構成などにより、分かりやすい計画とし

ます。 

 

 

 

                            
3 地域資源：自然資源だけでなく、人的、歴史・文化的な資源など、地域に存在する特徴的なものを資源として活

用できるものと捉えた総称。 
4 選択と集中：特定の分野・領域を選択し、資源を集中的に投入すること。 
5 行政評価システム：行政活動に目標の明確化、投入コストの明確化、成果指標の設定などを取り入れ、事務事業、

施策、政策に対する評価を行い、改善につなげていく仕組み。 
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第２章 総合計画策定の背景 
 

第１節 社会潮流 
 

社会経済情勢の変化に伴い、地方自治体6におけるまちづくりも転換期を迎えています。これか

らのまちづくりを進める上で踏まえるべき主な社会潮流を示します。 

 

１．少子・高齢化の進行による人口減少及び人口構造の変化 
日本の総人口は平成 17年に初めて減少に転じ、本格的な人口減少社会が到来しています。晩

婚化・未婚化を背景として、合計特殊出生率7は人口を維持していくために必要な 2.08 に対し

て 1.43（平成 25 年）と大きく下回っており、今後も少子化を主な要因とした長期的な人口減

少が予測されています。 

また、年少人口（0～14歳）が減少する一方で高齢者人口（65歳以上）は増加し、平成 37年

（2025年）には、いわゆる「団塊の世代8」が 75歳以上を迎えることから、後期高齢者（75歳

以上）の急増が見込まれます。 

人口減少及び人口構造の変化は、医療や介護などにかかる社会保障関係経費の増大をはじめ、

地域の活力の低下、都市機能9の集約化の必要性など、まちづくり全般に大きな影響を与えるも

のです。今後は、少子化対策や子育て支援の充実などによる出生数の増加をはじめ、次世代を

担う人づくりや、高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持って暮らすことができる支え

あいの社会づくりなど、将来にわたって活力のある地域づくりが求められています。 

 

２．安全・安心なまちづくりへの要請 
近年、台風や局地的な集中豪雨などの風水害をはじめ、東日本大震災に代表される大規模な

地震など、全国的に自然災害が多発し大きな被害をもたらすとともに、近い将来、南海トラフ

地震10の発生も懸念されています。 

災害による被害を最小限に食い止めるため、ハード（施設や設備）整備だけでなく、地域に

おける防災組織の充実や避難時の助けあいなど、ソフト面の取り組みが求められています。 

また、全国の刑法犯罪の認知件数は平成 14年をピークに減少傾向にありますが、子どもや高

齢者などの社会的弱者を狙った犯罪については全体の件数に占める割合が上昇しています。 

さらに、新たな感染症への対応や食の安全確保など、様々な分野における安全・安心への関

心が高まっています。 

 

３．環境保全の重要性の高まり 
地球規模での温暖化の進行により、気温や海水面の上昇をはじめ、異常気象の発生、生態系11

や農作物への影響など、深刻な事態をもたらすことが予測されており、自然環境や生物多様性12

の保全、自然エネルギーの活用、低炭素型の社会経済システム13の整備、循環型社会14の構築な

どが求められています。 

そのため、市民・関係団体・事業者・行政などの主体それぞれが、環境保全意識を高め、社

                            
6 地方自治体：都道府県及び市町村。 
7 合計特殊出生率：女性が生涯に何人の子どもを産むかを表す、15～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの。 
8 団塊の世代：1947～49年ごろの第 1次ベビーブーム時代に生まれた世代。 
9 都市機能：電気や水道、交通手段、行政機能、商業、教育、観光など都市が持つ機能。 
10 南海トラフ地震：日本列島の太平洋沖、南海トラフ沿いの広い震源域で連動して起こると警戒されている巨大

地震。南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く海底の溝(トラフ)。  
11 生態系：ある地域に生息するすべての生物群と、それを取り巻く環境全体のこと。 
12 生物多様性：遺伝子・生物種・生態系それぞれのレベルで多様な生物が存在していること。 
13 低炭素型の社会経済システム：地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出を産業構造やライフスタイルを変

えることで低く抑えた社会。 
14 循環型社会：大量生産・大量消費型の社会に代わり、製品の再利用や再資源化などにより新たな資源投入を抑

えることをめざす社会。 
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会経済活動のあらゆる局面で環境への負荷を低減していく必要があります。 

 

４．経済情勢や産業構造の変化 
社会経済のグローバル化15の進展に伴い、全国的に製造業の生産拠点の海外移転が進む一方、

外資系企業16の国内進出が顕著となるなど、産業構造が変化しています。 

また、第３次産業（サービス業など）が増加する傾向にあるものの、第１次産業（農林水産

業など）及び第２次産業（製造業など）の減少により、地域における雇用機会が減少するなど、

まちの活力の低下につながることが懸念されます。 

今後は、地域資源を活用した産業の振興や若者の雇用機会の確保、女性が働きやすい職場環

境づくりなど、活力の維持に向けた適切な対応が求められています。 

 

５．高度情報化の進展 
近年、携帯電話やインターネット17などの情報通信技術18が飛躍的に普及したことにより、

様々な分野で生活利便性が向上し、誰もが必要な時に必要な情報を容易に得ることができる環

境となっています。一方で、情報にアクセスできる人とできない人との間に情報格差が生じて

いることや個人情報の漏洩などの問題も発生しています。 

今後は、市民に対する日常生活や災害に関する情報提供をはじめ、教育や福祉分野における

活用など、行政サービスを効率的に提供する手段として、高度情報技術19の積極的な活用が期待

されます。あわせて、誰もが情報通信サービスを享受できる情報バリアフリー社会の実現や情

報セキュリティ20の確保、個人情報の保護などへの対応が求められています。 

 

６．地域のつながりの重要性の高まり 
市民の価値観やライフスタイルの多様化、核家族化などを背景として、地域のつながりが希

薄化し、コミュニティの機能低下が懸念されています。一方で、東日本大震災を契機として、

人と人との助けあいや支えあいの大切さが再認識されています。 

また、地域の課題について、身近なことはより身近な人びとで解決する、それでも困難な場

合は行政が対応する「自助・共助・公助」の考え方によるまちづくりが求められています。 

今後は、行政が実施する取り組みの様々な場面で市民参画を進めるとともに、地域が主体と

なって地域課題の解決に取り組めるよう、地域のつながりを深めていくことが重要となってい

ます。 

 

７．地方分権21の進展と広域連携の推進 
地方分権の進展により、地方自治体は自らの責任と判断のもと、地域の実情やニーズを踏ま

えた主体性のあるまちづくりを進めることが求められています。人口減少や少子・高齢化が進

み、税収の増加が期待できない一方、社会保障関係経費の増大などによる厳しい財政状況の中

で、行政能力の向上や、効果的・効率的な行政運営を推進するなど、より一層の行財政改革22に

取り組んでいく必要があります。 

また、基礎自治体23としての市町村の役割や権限が拡大する中で、行政サービスの充実や効率

化を進めるとともに、新たな枠組みによる地域の魅力や活力の創出が求められており、市町村

が互いに協力しながら、広域的な連携を推進していく必要があります。 

                            
15 グローバル化：国家、地域など境界を超え、地球を 1つの単位として捉える考え方や社会の状況のこと。 
16 外資系企業：日本で活動する外国企業。または資本の一定割合を外国企業・外国人投資家が支配している企業。 
17 インターネット：全世界で相互接続されたコンピューター・ネットワークのこと。 
18 情報通信技術：情報・通信に関する技術の総称。 
19 高度情報技術：コンピューターやデータ通信に関連する高度な技術の総称。 
20 情報セキュリティ：電子的な手段を利用した情報のやりとりに関する安全性や信頼性の確保のこと。 
21 地方分権：行政の統治権を中央政府（国）から地方政府（市町村など）に部分的、全面的に移すこと。 
22 行財政改革：地方自治体が行う財政面での経費節減と効率化、行政サービスの質の向上を目的とした改革。 
23 基礎自治体：国の行政区画の中で最小の単位。市町村のこと。 



7 

 

第２節 河内長野市の現況 
 
これからのまちづくりを進める上で踏まえるべきまちの沿革やまちの特性、人口の動向、土地

利用、財政の状況など、本市の現況を示します。 
 

１．まちの沿革 
昭和 29 年４月１日、長野町、三日市村、高向村、天見村、加賀田村、川上村の合併により、

大阪府内 18番目の市制を施行し、人口 31,052人の河内長野市が誕生しました。 

昭和 40 年代以降、高度経済成長24を背景として急速に住宅団地の開発が進んだことにより、

ピーク時には人口 123,617人（平成 12年２月末）に達し、大阪都市圏25のベッドタウンとして

重要な役割を担うようになりました。こうした人口規模の拡大に合わせながら、豊かな暮らし

を支えていくため、都市化に対応した駅前整備をはじめ、道路、上下水道、義務教育施設など

の都市基盤や公共施設の整備を進め、市民サービスの充実を図ってきました。 

近年では、教育立市26を宣言し、生涯学習27を含めた教育の充実を図るとともに、「ちかくて 

ふかい 奥河内28」をキーワードとした交流人口29の増加に向けた取り組みなど、恵まれた自然

や歴史的・文化的資源を活かしながら、時代に対応した住宅都市づくりを進めています。 
 

２．まちの特性 
（１）地理的特性 

本市は、大阪府の南東端に位置し、東は奈良県、南は和歌山県と

接し、北を頂点とした三角形の市域を形づくっており、面積は大阪

府内で３番目に広く、石川をはじめとする河川沿いに平野が開け、

北に向かって河内平野に続いています。 

大阪都心まで約 30分、関西国際空港には約１時間であり、泉州、

和歌山、奈良方面への結節点として交通至便の地でありながら、金

剛山や岩湧山などの山並みに囲まれ、森林が市域の約７割を占めて

います。市内に居ながら満喫できる大自然や、水源地としてのきれ

いな水と澄んだ空気は本市の最大の魅力であると言えます。 

 

（２）歴史・文化 
古くは高野街道の宿場町として栄え、全国有数の国宝・重要文化

財数を誇り、豊富な歴史的・文化的資源は、住む人はもちろん、来

訪者をひきつける魅力の一つとなっています。また、教育立市に基

づく取り組み等により、活発な文化活動が展開されるなど、文化水

準の高いまちとなっています。 

 

（３）生活環境 
南部の山間部や住宅団地周辺の丘陵部には緑豊かな景観が広がり、主要３駅（河内長野駅、

千代田駅、三日市町駅）周辺や幹線道路沿道を中心に商業施設が立地するとともに、災害や犯

罪が少なく、安全・安心で落ち着いた環境を有するなど、良好なベッドタウンとして発展して

きました。一方で、近年では住宅団地を中心に急速な人口減少や高齢化が進んでいますが、市

民活動の活性化を図り、地域主体のまちづくりを進めています。 

                            
24
 高度経済成長：1960年代に日本の経済成長率が年平均 10％を超え、諸外国に例を見ない経済成長を遂げたこと。 

25 大阪都市圏：大阪市を中心とする経済地域。 
26 教育立市：市の発展、まちづくりの柱として教育を据え、その振興に向けて、市民総意のもとで協働して取り

組むことをめざす河内長野市の方針。 
27 生涯学習：人びとが生涯にわたり、主体的に続ける学習活動のこと。 
28 奥河内：本市を中心とした大阪南東部の自然豊かなエリアを、多くの緑やきれいな水に恵まれた地域として本

市が名付けたもの。 
29 交流人口：通勤・通学、買い物、スポーツ、観光、レジャーなどによりその地域を訪れる人のこと。 
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（４）産業 
可鍛鋳鉄・ステンレス・ベアリング・つまようじ・すだれなどの地場産業が形成されるとと

もに、地産地消の普及促進を目的としたブランド認証制度である「近里賛品かわちながの」を

通じて、農産物や加工品等の魅力をアピールするなど、農業振興や販売の促進を図っています。 

 

３．人口の動向 
（１）人口の推移 

昭和 29年の市制施行時に 31,052人であった本市の人口は、昭和 40年前後からの大規模な住

宅団地の開発により大幅に増加しましたが、平成 12年２月末の 123,617人をピークに減少傾向

に転じています。 

その要因として、出生率の低下などによる自然動態が減少するだけでなく、転入数が年間約

3,000人前後で推移している一方、転出数は約 3,500人～4,000人前後と、転出超過による社会

動態の減少が大きく影響しています。 

平成 25 年度末の人口は 111,683 人で、第４次総合計画の目標年度である平成 27 年度末の想

定人口（12万人）からは約１万人少なくなる見込みとなっています【図１】。 

また、大阪府と人口増減率の推移を比較すると、大阪府が微増傾向にある中で、本市では平

成 12年度末から平成 25年度末で 9.0ポイントの減少となっています【図２】。 

 

（２）人口減少、少子・高齢化の状況 
生産年齢人口（15～64 歳）は平成 12 年度末の 69.7％から平成 25 年度末には 59.9％と 9.8

ポイント減少しています。 

一方で、高齢者人口（65歳以上）は増加しており、前期高齢者（65～74歳）、後期高齢者（75

歳以上）ともに、人口に占める構成比が高くなっています【図１】。 

また、大阪府と高齢化率、年少人口比率の推移を比較すると、平成 12 年度～平成 25 年度の

間に、大阪府では高齢化率が 9.3ポイント増加しているのに対し、本市では 13.4ポイントの増

加となっており、大阪府では年少人口比率が 1.1ポイント減少しているのに対し、本市では 3.6

ポイント減少となっています。【図２】。 

 

（３）人口の見通し 
本市の人口は、人口減少や少子・高齢化の傾向が続き、本計画の最終年度である平成 37年度

末には 96,742人と 10万人を下回ることが予測されます【図１】。 

年齢区分別に見ると、年少人口（0～14 歳）は緩やかに減少するものの、生産年齢人口は大

きく減少していくことが予測されます。 

一方で、高齢化はさらに進み、特に後期高齢者は、人口に占める構成比が上昇し続け、平成

32 年度末では、前期高齢者よりも割合が高くなり、平成 37 年度末には 22.0％となることが予

測されます【図１】。これは、大規模な住宅団地に転入した年代が一気に高齢期を迎えている

ことが影響していると考えられます。 

また、年齢区分別構成比の将来推計を大阪府と比較すると、本市では、特に生産年齢人口比

率の減少が大きくなっている一方、後期高齢者比率の増加が大きくなっています【図３】。 
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■人口の推移と将来推計 【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※平成 21年３月末と平成 26年３月末の住民基本台帳30を用いたコーホート要因法31により推計しています。 

※推計については、小数点以下を含むため、内訳の合計が総人口と一致しない場合があります。 

 

 

■大阪府との比較 【図２】 
【高齢化率の推移】                           【人口増減率（平成12年度を100.0とした場合）の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【年少人口比率の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
30 住民基本台帳：市町村で居住関係の公証、選挙人名簿への登録その他の事務処理の基礎とするとともに住民に

関する記録の適正な管理をするために作成される台帳。 
31 コーホート要因法：コーホートは同年（または同期間）に出生した集団のことを言い、コーホート要因法とは、

その集団ごとの時間変化（出生、死亡、移動）を軸に人口の変化をとらえる推計方法。 

※河内長野市：住民基本台帳（各年度末現在） 

※大阪府：平成 12年度－22年度は国勢調査（各年度 10月 1日現在） 

     平成 25年度は住民基本台帳（平成 26年 1月 1日現在） 

H12年度 17年度 22年度 25年度

河内長野市 15.2 19.4 24.5 28.6 

大阪府 14.9 18.5 22.4 24.2 

15.2 

19.4 

24.5 

28.6 

14.9 

18.5 

22.4 

24.2 

10.0 

14.0 

18.0 

22.0 

26.0 

30.0 
（％）

 H12 年度 17 年度 22 年度 25 年度 

 15.2 19.4 24.5 28.6 

 14.9 18.5 22.4 24.2 

 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 

92.0 

94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 

92.0 

94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

河内長野市 

大阪府 

H25-H12 

13.4 

9.3 

 

H12年度 17年度 22年度 25年度

河内長野市 15.1 13.6 12.3 11.5 

大阪府 14.2 13.7 13.3 13.1 

15.1 

13.6 
12.3 

11.5 

14.2 

13.7 13.3 13.1 

0.0 

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 
（％）

 H12 年度 17 年度 22 年度 25 年度 

 15.1 13.6 12.3 11.5 

 14.2 13.7 13.3 13.1 

 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 

92.0 

94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 

92.0 

94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

河内長野市 

大阪府 

H25-H12 

-3.6 

-1.1 

 

18,512

（15.1％）
16,189

（13.6％）
14,113

（12.3％）

12,811

（11.5％）

12,127

（11.1％）
10,662

（10.3％）
9,565

（9.9％）

85,522

（69.7％） 80,102

（67.1％） 72,486

（63.2％）
66,889

（59.9％）
64,007

（58.5％） 57,324

（55.3％）
51,677

（53.4％）

11,614

（9.5％） 13,424

（11.2％） 15,794

（13.8％） 17,982

（16.1％）
17,897

（16.3％） 16,717

（16.1％） 14,196

（14.7％）

7,092

（5.8％） 9,710

（8.1％） 12,321

（10.7％）
14,001

（12.5％） 15,444

（14.1％） 18,866

（18.2％） 21,304

（22.0％）

122,740

119,425
114,714

111,683 109,476
103,569

96 ,742

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成12年度末 17年度末 22年度末 25年度末 27年度末 32年度末 37年度末

0-14歳 15-64歳 65-74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）（人）

推計 

平成 12 年度 17 年度 22 年度 25 年度 27 年度 32 年度 37 年度 
（年度末） 

（％） 

H25-H12 

-9.0 

0.8 

 

上段：人 

下段：％ 
H12 年度 17 年度 22 年度 25 年度 

 
122,740 

100.0 

119,425 

97.3 

114,714 

93.5 

111,683 

91.0 

 
8,805,081 

100.0 

8,817,166 

100.1 

8,865,245 

100.7 

8,878,694 

100.8 

 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 

92.0 

94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

河内長野市 100.0 96.9 93.0 92.3 

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8 

100.0 

96.9 

93.0 
92.3 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0 
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94.0 

96.0 

98.0 

100.0 

102.0 

河内長野市 

大阪府 

平成12年度 17年度 22年度 26年度

河内長野市 100.0 97.3 93.5 91.0

大阪府 100.0 100.1 100.7 100.8

100.0 

97.3 

93.5 

91.0 

100.0 100.1 
100.7 100.8 

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0
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■年齢区分別構成比の大阪府との将来推計比較 【図３】 
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（12.1％）
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（11.8％）
12,811

（ 11.5％）
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（11.2％）
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（11.0％）
10,554
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9,267

（9.6％）
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（62.4％）
69,022

（61.1％）
66,889

（59.9％）
65,444

（59.0％）
63,867

（58.1％） 57,418

（55.3％）
51,912

（53.6％）

16,197

（14.2％）
17,079

（15.1％）
17,982

（16.1％）
18,517

（16.7％）
18,705

（17.0％） 17,716

（17.1％） 14,105

（14.6％）

12,907

（11.3％）
13,500

（12.0％）
14,001

（12.5％）
14,538

（13.1％）
15,184

（13.8％） 18,143

（17.5％） 21,566

（22.3％）

113,939 112,884 111,683
110,928 109,867

103,831
96,850

0
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100,000
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23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 32年度末 37年度末

0-14歳 15-64歳 65-74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）（人）
推計値

H27年度 H32年度 H37年度 

12.5% 11.1%

61.1% 58.5%

14.5%
16.3%

11.9% 14.1%
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20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

大阪府 河内長野市

11.6% 10.3%

60.2%
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13.4%
16.1%

14.8% 18.2%
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20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

大阪府 河内長野市

10.8% 9.9%

60.4%
53.4%

11.0%
14.7%

17.8% 22.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

大阪府 河内長野市

※河内長野市：住民基本台帳をもとに推計（各年度末現在） 

※大阪府：国勢調査をもとに推計（各年度 10月 1日現在） 
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４．土地利用 
土地利用の推移については、昭和 52年と平成 24年を比較すると、宅地が 622haから 1,039ha 

と 1.67倍に増加する一方、農地が 771haから 493haと 0.64倍に減少しています。【表１】 

しかしながら、土地利用区分別面積比では 68.3％を森林が占めるなど（平成 24年 10月 1日

現在）、大阪都心に近い交通至便な地域でありながら自然豊かな環境に恵まれています【図４】。 

平成 25年度に実施した総合計画に係る市民アンケート調査においても、本市が好きな理由と

して「自然が多いから」が 81.6％と、他を引き離して高い割合となっており、自然環境が市民

にとっての大きな財産となっていることから、今後も自然を大切にしたまちづくりを進めてい

く必要があります。 

また、近年、空き家・空き地や農地及び森林における耕作放棄地32・管理放棄林33など、土地

利用の質的な変化が生じており、適切な対応が求められています。 

 

■土地利用区分別面積・比率の推移【表１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※土地利用区分別面積・比率の数値については四捨五入を行っているため、内訳の合計が一致しない場合があります。総面積は、

全国都道府県市町村別面積調（国土交通省国土地理院）による数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
32 耕作放棄地：過去 1年間耕作されたことがなく、今後数年の間に再び耕作されることがない農地。 
33 管理放棄林：適切な管理がされていない森林。 

■土地利用区分別面積の構成比の推移【図４】 

※土地利用区分別面積・比率の数値

については四捨五入を行っている

ため、内訳の合計が一致しない場

合があります。 

 

※国土利用計画関係資料一部修正 

（毎年 10月 1日現在） 

国土利用計画関係資料一部修正（毎年 10月 1日現在） 

 

総面積

面積(ha) 比率 面積(ha) 比率 面積(ha) 比率 面積(ha) 比率 面積(ha) 比率 面積(ha) 比率 面積(ha)

昭和５２年 771 7.0% 622 5.7% 7,577 69.1% 220 2.0% 238 2.2% 1,532 14.0% 10,960

昭和５７年 665 6.1% 786 7.2% 7,575 69.1% 263 2.4% 252 2.3% 1,419 12.9% 10,960

昭和６２年 611 5.6% 888 8.1% 7,568 69.1% 261 2.4% 303 2.8% 1,329 12.1% 10,960

平成４年 551 5.0% 933 8.5% 7,538 68.8% 256 2.3% 329 3.0% 1,354 12.4% 10,961

平成９年 530 4.8% 980 8.9% 7,503 68.5% 254 2.3% 375 3.4% 1,319 12.0% 10,961

平成１４年 516 4.7% 1,009 9.2% 7,497 68.4% 254 2.3% 395 3.6% 1,290 11.8% 10,961

平成１９年 505 4.6% 1,031 9.4% 7,479 68.2% 254 2.3% 427 3.9% 1,265 11.5% 10,961

平成２４年 493 4.5% 1,039 9.5% 7,490 68.3% 253 2.3% 421 3.8% 1,265 11.5% 10,961

その他農地 森林 水面・河川・水路 道路宅地

68.8% 12.4% 
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５．財政の状況 
（１）歳入の推移 

歳入の状況については、自主財源34のほとんどを占める市税収入が、人口減少や高齢化、地価

下落などの影響により減少傾向となっています。一方、依存財源35である地方交付税36は、市税

の減少などにより、近年は増加傾向にあります。【図５】。 

なお、市税については、平成 19、20年度に、国税である所得税を減税し、個人市民税を増税

したことや定率減税の廃止といった大きな税制改正により一時的に増加に転じたものの、減少

傾向が続いており、特に、団塊の世代が大量に退職し始めた平成 16年度以降、府内都市平均と

比較すると減少の幅が大きくなっています。ベッドタウンとして発展した本市では、歳入に占

める個人市民税の割合が府内都市平均よりも高いことから、大きな影響を受けたものと考えら

れます【図６】。 

また、本市は企業が少なく府内都市平均と比較して市民一人当たりの法人市民税37が半分以下

であり、固定資産税38も大阪市を中心として地価は放射状に低くなるため、府内都市平均より低

くなっています。 

 

■歳入（収入）の推移（普通会計） 【図５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成９年度を１００とした場合の市税の指数 【図６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
34 自主財源：地方自治体の財源のうち、市民税や固定資産税など、国や府に依存しないで独自に調達できる財源。 
35 依存財源：地方自治体などが国や府に依存して調達する財源。 
36 地方交付税：地方自治体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供でき

るよう財源を保障するため、国から交付される財源。 
37 法人市民税：市内に事務所や事業所がある法人に対して規模や収益に応じて課される税。 
38 固定資産税：土地・家屋・償却資産に対して課される税。 
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（２）歳出の推移 
歳出のうち、人件費は、職員数の削減などにより減少傾向にあります。 
また、扶助費（福祉や生活保護にかかる費用）は、平成 16 年度と比較すると平成 25 年度で

は 1.5 倍と著しく増加しており、児童福祉費の制度改正や生活保護費の増加などが要因となっ

ています。【図７】さらに、その他経費に含まれる、介護関係の繰出金も増加してきています。 

今後も人口減少、生産年齢人口（15～64歳）の減少による市税の減少や高齢化に伴う社会保

障関係経費の増加が見込まれます。 

また、人口急増期に整備された市内の公共建築物をはじめ、道路や橋梁、上下水道、公園な

どのインフラ39施設などが更新時期を迎え、その改修などの費用が膨大となることが予測されて

おり、計画的な維持管理・更新を行っていく必要があります。 

 

■歳出（支出）の推移（普通会計） 【図７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）財政の現状 
本市の市債現在高は、新規起債発行の抑制や繰上償還の実施などにより減少傾向となってい

ます。なお、財政調整基金は、近年では横ばいとなっているものの【図８】、人口減少や少子・

高齢化などにより、今後さらなる厳しい財政状況が予想されることから、可能な限り基金に頼

らない行政運営をめざしています。 

また、財政構造の弾力性（ゆとり）を示す経常収支比率40は、団塊の世代が大量に退職し始め

た頃から悪化し、府内都市平均を上回った状態が続き、平成 18年度以降 100％近くに高止まり

しており、財政の硬直化41が顕著になっています【図９】。 

本市では、平成 24年度に策定した「財政体質改善プログラム（H25年度～H29年度）」に基づ

き、「経常収支比率の改善を主眼とした財政構造の弾力化」及び「市債42残高の抑制」、「基金43に

依存しない財政体質の継続」を目標に掲げ、財政健全化に取り組んでいますが、さらなる取り

組みが求められています。 

 

                            
39 インフラ：産業や社会生活の基盤となる施設。 
40 経常収支比率：市税や地方交付税など使途の制限のない一般財源が、人件費や扶助費、公債費など固定的に支

出される経常的歳出にどの程度充当されているかを示す比率。 
41 財政の硬直化：経常収支比率が高く、財政にゆとりがない状態。 
42 市債：市が資金調達のために発行する債券。債券を発行することを起債と言う。 
43 基金：積み立て、取り崩しにより財源を調整し、計画的な財政運営を行うための貯金。財政調整基金。 

（年度） 
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■市債現在高及び財政調整基金の推移 【図８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経常収支比率の推移 【図９】 
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44 類似団体：総務省が毎年度作成する類似団体別市町村財政指数表に基づき、全国の市町村を「人口」と「産業

構造」の要素により分類したもの。平成 24年度の本市の類似団体は全国で 86団体あります。 
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第３節 各種調査結果から見る市民意識 
 

市民から見た本市の現状や課題、取り組みのアイデアなどの提案について、本計画の策定にあ

たって実施した各種調査結果から、主な意見を以下のとおりまとめました。 

 

（※「●」現状や課題、「◆」は取り組みのアイデアなどの提案） 
 

分野 
 

調査種別 
人口・世帯 環境・景観 健康・福祉・人権 子育て支援・教育・文化 商工業・農林業・観光 

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト 

●８割以上が定住（市
外に移りたいを除く）
を希望しているが、
20 歳代以下の定住
意向は７割未満とな
っている 

●町並み・自然・歴史
などへの満足度が
高く、重要度も比較
的高い 

●定住したい理由とし
て自然環境のよさが
あげられている 

●身近な緑などの環
境保全、自然を残し
た田園風景が広が
るまちが望まれてい
る 

●住み続けるために
必要なこととして福
祉サービスの充実
が求められている 

●高齢者や障がい者
が安心して暮らせる
まち、保健・医療が
整ったまちが求めら
れている 

●子育て世代では教
育に関する重要度
が高い 

●心の教育の推進
や、いざというときに
預けられる保育サー
ビスの充実が求めら
れている 

●産業に関する満足
度は低い 

●市外に移りたい理由
として、買い物など
の不便さがあげられ
ている 

●駅周辺などの商店
の活性化が求めら
れている 

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

●人口が減少している 
●高齢化が進み一人
暮らし高齢者が増加
している 

●少子化により将来の
不安要素が多い 

◆地域を維持する観
点から人口確保の
ため、地域資源を活
かし、特徴あるまち
づくりを行う 

●自然や文化財、歴
史的景観など資源
が多い 

●水や空気がきれい 
●山々が昔に比べて
荒れている 

◆豊かな自然や文化
財を守るだけでな
く、活かす 

◆環境・景観の魅力を
ＰＲする 

◆協働により環境・景
観の取り組みを進め
る 

●まちづくり協議会な
ど地域の交流・連携
に市が取り組んでい
る 

◆市民相互の助けあ
いができる関係づく
り、集まる場や機会
をつくる 

◆得意分野を活かした
支えあいへの参加
を促す 

●くろまろ塾 45などの
学びの場がある 

●教育立市として、市
民のレベルアップを
図っている 

◆自然や歴史・文化を
活かした教育の推
進 

◆誰もが主体的に学
べる場所や機会の
充実（市民大学を設
立） 

◆地域資源を活かして
郷土愛を育む 

●個人商店が減少し、
買い物弱者 46が増
加している 

●歴史・文化、自然な
どの観光資源が豊
富 

●大都市近郊で気軽
に来訪できる 

◆耕作放棄地の有効
活用を図る 

◆農の魅力を観光や
商業とつなぐ 

◆特産品開発と販売
店づくり 

小
中
学
生
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
） 

●小学生では半数程
度が住み続けたいと
思っており、中学生
の方が若干低い 

●子どもが少ない 
◆河内長野の良いとこ
ろをＰＲする 

●河内長野市を好き
な理由、市外に紹
介したいことは、自
然環境が多いこと 

●自然や寺社仏閣が
多い、星がきれい、
ホタルがいる 

●ごみのポイ捨てが多
い 

◆アスレチックなど身
近に自然を感じられ
る場所をつくる 

◆地域の人と一緒に
清掃活動などを行う 

●子どもから高齢者ま
で元気に暮らせる健
康なまちが求められ
ている 

●大きな病院がある 
 

 

●利用しやすい図書
館がある 

●伝統芸能、文化財
が多く、国宝もある 

◆図書館での読み聞
かせ活動を行う 

●中学生では、市内
で働ける場所の充
実が求められている 

●買い物などの便利さ
の充実が求められ
ている 

●伝統工芸品、特産
品がある 

◆伝統工芸品などのＰ
Ｒをする 

◆地元でつくったもの
を売れる店をつくる 

◆文化財を巡るツア
ー、歴史的名所のイ
ベントを増やす 

                            
45 くろまろ塾：平成 23年６月に開校した本市独自の生涯学習組織。「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも・

みずから」学ぶための学習の場と機会を提供していく仕組み。 
46 買い物弱者：住んでいる地域で日常の買い物をしたり、生活に必要なサービスを受けたりするのに困難を感じ

る人たちのこと。 
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分野 

 
調査種別 

都市基盤 安全・安心 協働・コミュニティ 財政・行政運営 

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト 

●駅へのアクセス、道路・歩
道の整備が求められてい
る 

●市外に移りたい理由とし
て、通勤・通学、買い物の
不便さがあげられている 

●空き店舗、空き地を活用し
たにぎわいあるまちが求め
られている 

●消防・救急に関する満足
度、重要度ともに高い 

●災害時における連絡体制
の充実が求められている 

●防犯灯の設置など、防犯
環境の充実が求められて
いる 

●地域活動などへの参加
は、若い世代ほど少ない 

●地域の関係づくりや、活動
の担い手、リーダーづくり、
市民が参加しやすいイベ
ントなどの開催が求められ
ている 

●市政に市民の意見を反映
させるために情報提供の
機会の充実が求められて
いる 

●事務・事業を見直し、必要

に応じて統合・廃止するこ

とが求められている 

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

●居住地中心でまちに落ち
着きがあるが、駅前がさび
しい 

●近鉄と南海の結節点があ
る 

●広域道路網が不足してい
る 

◆住み良いまちづくりに向け
て都市計画を再検討する 

◆車中心の生活様式から転
換するなど、コンパクトシテ
ィ 47の考え方に基づく、歩
いて暮らせるまちづくりを
めざす 

●災害が比較的少ないが、
高齢化と人口減少で災害
時の助けあいが不安 

●子ども見守り隊の活動が活
発 

◆元気高齢者の活力を活か
すなど、地域ぐるみで防
災・防犯体制を整える 

◆防災、防犯、生活支援な
ど、あらゆる面での安全・
安心に暮らせるまちづくり
を行う 

●退職後で余暇時間のある
人が多いが、ボランティア
活動につながる人は少な
い 

●地域リーダーなどの担い手
が不足してきている 

●市民同士の結びつきの強
い地域がある一方、一体
感やつながりが薄い面もあ
る 

◆市民との協働による情報バ
ンクやネットワークをつくり
情報を共有する 

●市民と行政の情報連携が

少ない 

小
中
学
生
（ア
ン
ケ
ー
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
） 

●買い物などの日常生活の
便利さが求められている 

●公園や公共施設が多い 
●交通の便が悪い 
 

●小学生では安全・安心なま
ちを求める割合が高い 

●災害や犯罪が少ないが、
暗くて危険な場所がある 

●ほとんどの小中学生が近
所の人とあいさつをしてい
る 

●小学生の４割程度が地域
活動や行事に参加してい
る 

●地域の人がやさしい、温か
い 

◆老若男女問わず交流でき
る場づくりやあいさつなど
のコミュニケーションを図る 

◆地域活動や行事に参加す
る 

 

 

 

 

 

 

○人口減少や少子・高齢化が進行していますが、安全・安心の取り組みはもちろん、子育て・

教育や健康・福祉、交通も含めた生活利便性の向上により、子どもから高齢者まで、誰も

が暮らしやすいと感じられるまちづくりを展開し、良好な住環境をＰＲすることで定住を

促進することが必要です。 

○市民が魅力と捉えている豊かな自然や歴史・文化を、観光誘客による来訪者の増加や産業

の活性化、特徴的な景観づくりなどに活かし、河内長野らしさを感じられるまちづくりを

進めることが必要です。 

○地域課題の解決に向け、元気な高齢者など、これまでに育まれてきた市民の力を活かしな

がら、人と人とのつながりによる協働のまちづくりを展開するとともに、それを支援する

行政力の向上を図ることが必要です。 

 

                            
47 コンパクトシティ：都市の郊外への拡大を抑制するとともに中心市街地の活性化を図り、生活に必要な機能が

集約した効率的で持続可能な都市、またはそれをめざした都市政策のこと。 

各種調査結果から見る市民が求めるまちづくりの方向性 
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第４節 河内長野市の主な課題 
 
社会潮流や市民意識、第４次総合計画の実施状況などから、これからのまちづくりを進める上

で踏まえるべき本市の主な課題を示します。 
 
１．急速な人口減少と少子・高齢化への対応 

本市の人口は、平成 12年２月をピークに減少に転じ、府内自治体と比較しても、人口減少が

急速に進んでいます。また、昭和 40年代に開発された住宅団地を多く抱える本市では、人口急

増期に転入した年代が一気に高齢期を迎え、少子・高齢化も急速に進行しており、税収の減少

や、地域コミュニティの担い手不足など、まちの活力を低下させるおそれがあることから、そ

の対応が喫緊の課題となっています。人口減少や少子・高齢化が避けられない状況の中で、こ

れら課題に対応した取り組みを進めるとともに、人口減少を抑制する取り組みについても進め

ていく必要があります。 

今後は、安心して子どもを産み育てるための途切れの無い支援や女性が働きながら子育てし

やすい環境づくり、高齢者が住み慣れた地域で元気に生きがいを持って暮らせる社会づくりな

ど、子どもから高齢者までライフステージ48に応じた支援により、誰もが安心して住み続けられ

るまちづくりを進める必要があります。 

また、「河内長野に住みたい、住み続けたい」と思えるまちづくりのため、子育て支援や教育

環境の充実、雇用の創出、都市魅力の創出と発信などに取り組み、さらなる定住・転入を促進

していく必要があります。 
 

２．ぬくもりのある地域社会の構築 
本市では、府内自治体と比較しても高齢化が急速に進んでおり、特に後期高齢者（75歳以上）

の増加により、介護や支援を必要とする人の増加が予測されます。そのため、健康寿命49の延伸

に向けた健康づくりや介護予防の推進など、高齢者自身の取り組みへの支援と合わせ、地域の

支えあいの体制づくりが重要となります。元気な高齢者がこうした地域における支援において

活躍できる仕組みづくりも大切な視点であり、地域包括ケアシステム50の構築や認知症51対策な

ど、高齢者対策へのさらなる取り組みを推進する必要があります。 

また、障がい者に対する支援の充実を図り、可能な限り自立して暮らせるまちづくりを進め

るとともに、ひとり親家庭や生活困窮者52などの支援を必要とする人が安定した生活を送ること

ができるよう、相談体制や生活支援の充実を図ることが求められます。 

さらに、一人ひとりの人権を尊重しながら、誰もが雇用の場や地域において活躍でき、ぬく

もりを感じることができるよう、地域ごとの特性に応じた地域社会づくりを進める必要があり

ます。 
 

３．安全で安心なまちづくり 
市民の生命と財産を守るため、災害時の対応や防犯対策など、日常生活における安全・安心

対策の強化が求められています。 

本市では、市域の大半を占める山間部、丘陵部において、台風や集中豪雨による土砂災害な

どへの対応が課題となっており、地域主体による自主防災組織53の活動など、災害対策への意識

が高まっていますが、今後も災害による被害を最小化させる「減災」に向け、治山・治水対策

や自主的な防災活動の促進など、さらなる防災対策の充実に向けた取り組みを推進する必要が

                            
48 ライフステージ：幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。 
49 健康寿命：平均寿命（０歳児が平均してあと何年生きられるか）のうち、健康で活動的に暮らせる期間。平均

寿命から介護期間を差し引いたもの。 
50 地域包括ケアシステム：高齢者が重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように、住

まい・医療・介護・予防・生活支援を一体で提供する仕組みのこと。 
51 認知症：加齢等に伴う脳の器質障害により、いったん獲得された知能が持続的に低下・喪失した状態。 
52 生活困窮者：経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人。 
53 自主防災組織：地域で自主的に防災活動に取り組んでいる組織。 
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あります。 

また、本市は府内でもトップレベルの犯罪の少ないまちとなっていますが、全国的に子ども

や高齢者など社会的弱者を狙った犯罪が目立っており、今後も引き続き、大阪一犯罪の少ない

まちをめざし、防犯対策の強化を図っていく必要があります。 

さらに、消防・救急体制や医療体制の充実を図るとともに、感染症対策や消費者問題への対

応、交通安全対策など、あらゆる分野において安全で安心なまちづくりを進めていく必要があ

ります。 

 

４．自然環境の保全とより良い環境の創造 
本市は、都市近郊でありながら森林に囲まれ、里山や農空間が形成されており、豊かな自然

環境やその恩恵である美味しい水や空気は市民にとってかけがえのない財産となっています。

一方で、農林業の担い手の高齢化や後継者不足などから耕作放棄地や管理放棄林が増加してい

ます。 

また、自然とのふれあいにより、潤いや安らぎを感じられる豊かな市民生活を実現していく

ため、森林、河川、農地などの自然環境の保全や活用を行うとともに、環境美化の推進や美し

い景観づくりなど、質の高い、より良い環境の創造に向けたまちづくりが求められています。 

さらに、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、循環型社会の実現をめ

ざして、市民・関係団体・事業者などと連携しながら、資源循環や環境負荷の低減に向けた取

り組みを推進する必要があります。 

 

５．地域資源の活用と連携による産業の振興 
後継者不足や景気の低迷などにより、商工業事業所数や農林業従事者が減少している中、本

市の資源や魅力を活かした新たな価値の創造をめざして、農林業・商工業の連携を図り、生産

から加工・販売までを効果的・効率的に行うための取り組みなどを推進するとともに、市民・

関係団体・事業者などとも連携しながら、生産、消費、雇用などの経済活動が市内で循環する

ように取り組んでいく必要があります。また、市域を越えた広域的な産業間の連携により、さ

らなる相乗効果を生むことが期待されています。 

今後は、さらに自然や歴史・文化などの地域資源を活かしながら、奥河内の玄関口である「地

域活性・交流拠点（奥河内くろまろの郷）」の活用や観光振興による交流人口の増加を図るとと

もに、既存事業者への支援や起業促進、企業誘致の推進など、市内経済の活性化に向けた取り

組みが必要です。また、こうした取り組みにより、市内における雇用の場を確保するとともに、

女性や高齢者、障がい者などの就労支援や、これらの取り組みを進める企業への支援など、誰

もが働きやすい環境づくりを進めていく必要があります。 

 

６．質の高い魅力ある都市づくり 
本市では、人口減少や少子・高齢化が進む中で、河内長野駅周辺の中心市街地の活性化や、

公共交通の維持・発展などによる利便性の確保、住宅団地等における空き家・空き地への対策

が求められており、市民の暮らしやすさの維持・向上を図っていく必要があります。 

また、本市の将来的な発展に向けて大阪河内長野線の延伸や堺方面へのアクセス道路など、

広域幹線道路網の整備を進めていくとともに、市内交通網の充実を図る必要があります。 

一方、住宅団地等の開発に伴い整備された道路や橋梁、上下水道、公園などのインフラ施設、

及び公共建築物が老朽化による更新時期を迎えており、計画的な維持管理・更新を行う必要が

あります。 

今後も、本市の強みである自然や歴史・文化などの地域資源を活かしながら、美しい都市景

観の形成や地域ごとの特性に応じた質の高い魅力ある都市づくりを進めていく必要があります。 

 

７．学びを通した人づくり 
まちの魅力を活かし、まちの活力を維持・向上していくためには、市民力や地域力を高める

ことが必要であり、「教育立市」の精神のもと、あらゆる世代の学びを進めるとともに、学びの

成果をまちづくりに活かすことが求められています。 
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とりわけ、次世代を担う人材として、豊かな心とたくましく生きる力を持った子どもたちを

育むため、学校教育環境の充実を図るとともに、家庭や地域、学校など地域総ぐるみで子育て

を担っていく必要があります。 

また、高齢者をはじめ誰もが生きがいを持って健康で充実した生活が送れるよう、学びの場・

機会の創出、文化活動やスポーツの振興を図っていく必要があります。 

さらに、全国有数の文化財をはじめ、本市の伝統や文化を大切にし、ふるさとや地域への愛

着と誇りを高める取り組みを推進するとともに、これら資源を効果的にまちづくりに活用して

いく必要があります。 

 

８．市民主体の地域づくり 

地域によって地理的条件や生活状況が異なる本市では、地域ごとの特性を踏まえた対応が求

められており、様々な地域課題に対して市民自ら考え実行していくことで、自治意識の向上を

図り、地域力を高めていくことが必要となっています。 

しかしながら、全国的な傾向と同様、本市においても自治会加入率が低下しており、担い手

不足や地域のつながりの希薄化が懸念され、地域コミュニティの活性化が課題となっています。 

そのため、今後さらに、自治会への加入促進をはじめ、自治会や地域まちづくり協議会54等の

コミュニティ活動への支援などを通じて、特に若い世代を含め、誰もが地域社会に参加できる

仕組みづくりを行うとともに、まちづくりへの主体的な参画を促進し、コミュニティ組織55やＮ

ＰＯ56、企業などの多様な主体の連携を図りながら、市民一人ひとりが、元気で住み良い、市民

主体の地域づくりを進めていく必要があります。 

 

９．協働によるまちづくり 
市民のまちづくり意識が高まる中で、多様化・高度化した市民ニーズに効果的・効率的に対

応していくためには、行政に委ねられてきたこれまでの公共に対して、共にまちづくりを推進

する担い手として、ＮＰＯや事業者など多様な主体が、公共あるいは公共的分野の運営に関わ

り、行政だけでは生み出すことのできない新たな価値やサービスを創造していくことが求めら

れます。 

そのため、それぞれの主体がまちの課題や、まちづくりの方向性を共有し、お互いに信頼関

係を築きながら、当事者意識や共感の輪を広げていくことで、協働によるまちづくりを進めて

いく必要があります。 

 

10．健全で効率的な行政運営と広域連携の推進 
本市が将来にわたり発展していくためには、人口減少や少子・高齢化への対応をはじめ、多

様化・高度化する市民ニーズに対して的確に対応していくことが必要です。 

また、地域主権改革57により市町村への事務や権限が積極的に移譲されていく中で、新たな時

代に対応し、まちの魅力を向上していくため、行政評価を踏まえた「選択と集中」による成果

重視の効果的な行政運営を行うとともに、情報格差の解消や個人情報の保護等に対応した高度

情報技術の活用など、利便性の高い新たなサービスの展開を図ることにより、効果的・効率的

な行政運営を推進する必要があります。 

さらに、市民サービスを安定的・継続的に提供していくためには、財源の確保や公共施設な

どの計画的な維持管理・更新などに取り組み、安定した財政基盤を確立していく必要がありま

す。 

あわせて、広域的な課題に対応していくため、近隣市町村や関係機関との連携を図りながら、

経済、観光、文化、交通、医療など幅広い分野において、広域連携を推進する必要があります。 

                            
54 地域まちづくり協議会：地域住民の基盤である地域型組織やテーマ型組織、事業者など多様な担い手が参加し、

それぞれの特性を活かしながら、地域課題に主体的に対応できる組織。 
55 コミュニティ組織：自治会や町内会などの地縁団体や、子ども会、老人会など地域で活動している団体。 
56 NPO：Non-Profit Organization の略。民間非営利団体。福祉・まちづくり・環境保全・国際交流・災害救援な

どの様々な社会貢献活動を非営利で行う民間団体。 
57 地域主権改革：国や都道府県の権限や財源をできる限り地域に移すことをめざす取り組み。 
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第３章 まちづくりの基本理念及び将来都市像 
 

第１節 まちづくりの基本理念 
 

今後、本市のまちづくりを進める上での基本となる考え方として、まちづくりの基本理念を

以下のとおり設定します。 

 

 

 

人・自然・歴史・文化など、多様な地域資源を最大限に活用しながら、成熟し

た都市※として、人と人とのふれあいを大切にし、市民の豊かな暮らしと新たな

価値の創造をめざします。 
 
※成熟した都市：ここでは、成長によって得た豊かさを維持しながら質的充実を図り、誰もが安心して住み続けることができる、

持続可能な都市を言います。 

 

また、まちづくりの基本理念に基づき、以下の３つのまちづくりの視点を持ちながら取り組み

を推進します。 

 

 

（まちづくりの視点） 

１．みんなで一緒に創るまちづくり 
  市民が豊かさを実感し、将来に希望を持って生活していくため、市民一人ひとりが責任を持

ちながらまちづくりの担い手となり、みんなで力を合わせて魅力的なまちを創造します。 

 

 

２．安全・安心で元気なまちづくり 
  市民が安心して元気に暮らし続けるため、安全・安心なまちづくりを基本としながら、地域

に愛着と誇りを持った豊かな人づくりを進めるとともに、本市の財産である地域資源を活かし

た産業の活性化を図るなど、元気なまちづくりを進めます。 

 

 

３．人・自然・歴史・文化との調和と共生のまちづくり 
本市特有の豊かな自然や先人が築いた歴史・文化が調和し、多彩な魅力が輝くまちづくりを

進めるとともに、すべての人にやさしい、人と人が共生したまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

まちづくりの基本理念 
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第２節 将来都市像 

 

市民と行政が共にまちづくりを進めていく上で、同じ目標に向かって取り組みを推進できるよ

う、まちづくりの基本理念に基づき、めざすべき将来都市像を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人・自然・歴史・文化輝く 

ふれあいと創造のまち 河内長野 
 

将来都市像 

市民一人ひとりが元気で輝き、本市が持つ魅力的な自然・歴史・文化に

さらに磨きをかけるとともに、人と人、人と自然、人と歴史・文化とのつ

ながりを大切にします。さらに、市民同士のふれあいや支えあいによって

豊かなくらしを創造するとともに、新たな魅力や価値を創出し、にぎわい

や活力に満ちたまちを創造します。 
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第４章 将来人口と都市空間の基本的な考え方 
 

第１節 将来人口 
まちの活力、規模を表す指標として、最も基本となる将来人口を以下のとおり想定します。 

 

１．定住人口 
日本全体が人口減少、少子・高齢社会を迎える中、本市の人口も減少傾向が続き、計画の最

終年度である平成 37 年度末には 96,742 人と 100,000 人を下回ることが予測されます。このま
ま人口が減少し続けると、さらなる税収の減少やコミュニティの弱体化など、様々な影響をも
たらすことが懸念されることから、今後も、将来都市像の実現に向けてまちの活力を維持・向
上していくため、人口減少の抑制に向けたさらなる取り組みを推進するとともに、バランスの
とれた年齢構成の人口構造を確保していく必要があります。 
そのため、健康寿命の延伸や福祉の充実などにより、高齢期も含め、誰もが安心して住み続

けられるまちづくりを進めるとともに、出生数の増加や若い世代の定住・転入の促進に向け、
安心して結婚、出産、子育てができる環境の充実をはじめ、産業活性化や雇用の場の確保、交
通利便性の維持・向上などの取り組みが求められます。さらに、奥河内を中心とした観光振興
などにより、交流人口の増加を図り、市内での定住化や市外からの転入促進につなげていく必
要があります。 
これらの取り組みにより人口減少を抑制し、これまでに整備してきた公共建築物やインフラ

施設、商業施設、病院などの都市機能を維持できるよう、平成 37年度末における定住人口の想
定を 100,000人とします。 

 
■定住人口の推計と平成 37年度末の想定人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．活動人口58 

第４次総合計画では、定住人口と合わせ、まちの活力を示す指標として、活動人口の概念を

設定しており、市民公益活動団体59の活動支援や地域まちづくり協議会の設立、くろまろ塾の開

設など、活動人口の増加に向けた取り組みを推進してきました。 

今後も、まちの活力を維持していくために、地域における様々な人や団体の活発な活動を促

進するなど、引き続き活動人口の増加に向けた取り組みを推進する必要があります。 

そのため、これまで以上に協働による活動の場を広げていくとともに、参加者としてだけで

はなく、企画運営に関わりながら、地域課題の解決につなげるため、「活動の質」の向上をめざ

し、地域や各種団体の活動支援などを推進していく必要があります。 

                            
58 活動人口：まちづくりのために活動する人びとの数や時間によって表される「まちの活力」を示す指標のこと。 
59 市民公益活動団体：市民による自主的・自発的な社会貢献活動を行う団体。 

111,683
109,476

103,569
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100,000

110,000

120,000
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（人）

 実績 
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想定 
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第２節 都市空間の基本的な考え方 
 

将来都市像を実現するための都市空間のあり方について、基本的な考え方を示します。 
 

１．将来の都市空間づくりの方向性 

～集約連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」への再構築～ 

 
本市は、豊かな自然環境や歴史的・文化的資源などの地域資源に恵まれ、交通の結節点とし

ての利便性の高さや災害が少ないことなどの利点を活かして、経済成長期に歩調を合わせなが

ら都市基盤を整備し、暮らしやすく良好な住宅都市として発展してきました。 

今後も、人口減少や少子・高齢化が進む中、地域コミュニティの活性化を図るとともに、道

路整備や公共交通の維持・発展、買い物支援などを進めることで、より生活利便性を高めてい

く必要があります。 

さらに、本市の良好な住環境を守り、豊かな自然環境や歴史的・文化的資源の保全と有効活

用を図りながら、安全・安心の確保や雇用の創出など、質の高い「暮らし」を創造するととも

に、次代に相応しい魅力ある都市として持続、発展していくため、将来の人口規模・構造や都

市活動に適応した「集約連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」への再構築をめざしま

す。 

 

 

２．本市の特性を活かした集約連携都市づくり 

～生活圏の自立性を高め、拠点との連携を図りながら、 

多様な価値観に対応した、豊かな生活を創出する～ 

 

本市においては、生活や産業活動などの都市活動の舞台として様々な都市機能を充実させる

「まち」のエリア、農林業や観光・交流、憩い、体験の舞台として豊かな自然を保全する「森」

のエリア、その中間に位置し、自然や農と調和した住機能の充実を図るとともに、交流や新た

な産業を創出していく「里」のエリアなど、地域ごとに多様な特性があります。 

これら本市の特性を活かした都市づくりを行っていくため、市民の生活が営まれる「生活圏」

においては、地域ごとの自立をめざし、行政サービスをはじめ、医療機関や衣・食・住など生

活を営むために必要な機能を確保するとともに、「生活圏同士」で相互に連携・補完しながら、

それぞれの地域が持つ自然や歴史・文化などの地域資源や特色を活かしたまちづくりを進めま

す。 

あわせて、市街地の無秩序な拡大を抑制し、医療や福祉などの都市機能を集積した「都市拠

点」及び「地域拠点」の強化を図るとともに、「都市拠点」と高い関連性を持つ、市役所や警

察署などの行政機能を集積した「行政拠点」、市民の安全・安心を確保するための「消防・防

災拠点」、交流人口の増加を図る「地域活性・交流拠点（奥河内くろまろの郷）」など、本市の

特性を活かした拠点の充実を図ります。 

また、道路整備や、地域の実情に応じた公共交通をはじめとする多様な交通機能の充実を図

るとともに、人的資源や地域のつながりを含めた、人・モノ・情報等の交流によるネットワー

クを形成し、「生活圏と拠点」「生活圏同士」「市外との広域連携」など、それぞれが有機的に連

携し、機能の補完を図ることで、多様な価値観に対応した、誰もが豊かな生活を送ることがで

きる、質の高い「暮らし」を創出します。 
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■都市空間概念図と本市の特性を活かした集約連携都市（コンパクトシティ）のイメージ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都市空間概念図 

○本市の特性を活かした集約連携都市（コンパクトシティ）のイメージ 
 

市役所等 

「まち」のエリア 

・生活や産業活動などの都市活動の舞台として

様々な都市機能を充実させるエリア 

「里」のエリア 

・自然や農との調和した住機能の充実を図り、交

流や新たな産業を創出していくエリア 

「森」のエリア 

・農林業や観光、交流、憩い、体験の舞台とし

て豊かな自然を保全するエリア 

都市活動や生活、交流の舞台となるエリア 

千代田駅 

河内長野駅 

三日市町駅 

国道 371 号 

ふるさと農道 

大阪外環状線 
消防本部 

奥河内 

くろまろの郷 

自立性のある生活圏と拠点との 

連携イメージ 

生活圏同士をつなぐ 

ネットワーク 

拠点と生活圏をつなぐ 

ネットワーク 

≪機能の連携・補完≫ 

 

・まちなか居住に対応した都市機能、住環

境の充実 

・交通結節点の利便性向上 

・拠点の回遊性の向上 

 

・まちのエリアの生活圏の自主性、自立

性の向上、既存ストックの活用 

・地域資源や特色を活かしたまちづくり 

 

・多様な交通手段の選択と充実 

・里のエリアの生活圏の自主性、自立性

の向上、既存ストックの活用 

・自然や農と調和した生活圏の充実 

鉄道交通 

道路軸 

河川軸 

歴史軸（高野街道） 

ネットワークをつなぐ軸 

都市機能を集積した拠点 

本市の特性を活かした拠点 

日常的な買い物、飲食店、銀行、医療・福祉・

子育て施設などの機能を有する拠点 

都市拠点（中心市街地） 

地域拠点 

本市の地域資源や立地など、本市の特性を活

かした拠点 

行政拠点 

地域活性・交流拠点 

消防・防災拠点 

※地理的近接性を活かし、互いに機能を

補完しあう拠点として一体的に考える

地域。 

多様な機能を有する拠点 

１ 

２ 

２ 

３ 

４ 

５ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

１ ３ 

～「まち」「里」「森」の多様な地域における、生活圏づくり、拠点づくりとそれらをつなぐ

ネットワークの形成による魅力のある「暮らし」の創出～ 

関西国際空港・和泉方面 

国道 310 号 

近鉄長野線 

南海高野線 
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３．都市空間づくりの目標 

（１）暮らしやすさを追求する 
●市街地の無秩序な拡大を抑制し、豊かな自然環境の保全や歴史的・文化的資源の保存・活

用に取り組みます。また、自然環境と調和を図りながら、快適で質の高い住環境を確保す

るとともに、新たな雇用の創出により職住近接60の暮らしやすいまちをめざします。 

●日常生活を支えるため、都市拠点として「河内長野駅」周辺地域、地域拠点として「千代

田駅」「三日市町駅」周辺地域などの拠点機能を強化することにより、生活利便性の向上と

にぎわいを創出するとともに、「生活圏」ごとの自主性、自立性を確保し、それぞれの特性

や既存ストックを活かしながら、「暮らしやすさ」を感じられるまちづくりを進めます。 

●また、「拠点」「生活圏」「市外との広域」を結ぶ道路や公共交通などの市内外における交通

機能の充実や人・モノ・情報等の交流などにより多様なネットワークを形成し、都市機能

の相互補完を行うことで市全体の生活利便性の向上を図ります。 

 

（２）安全・安心に暮らせる生活環境を確保する 
●「消防・防災拠点」の充実や、土砂災害を防ぐための治山・治水など災害に強いまちづく

りをはじめ、交通安全対策やユニバーサルデザイン61の推進など、誰もが安全で安心して

暮らせるまちづくりを進めます。 

●また、市民生活の安全・安心を高めるため、公共建築物をはじめ、道路や橋梁、上下水道、

公園などのインフラ施設の計画的な維持管理・更新を行うとともに、人口減少に対応した

適正な配置や機能の確保を推進します。 

 

（３）地域の活力を創出する 
●市域の大半を占める森林や中山間地域の農地について、農林業などの生産の場のみならず、

市民の憩いの場や体験学習の場など、多面的に有効活用を図り、産業の活性化や様々な交

流の創出につなげます。 

●また、「地域活性・交流拠点（奥河内くろまろの郷）」において、農業振興を図るとともに、

観光集客の促進など、多様な交流の創出による交流人口の増加を図ります。 

●市街化区域62では低・未利用地63の有効活用を図るとともに、市街化調整区域64においては、

森林や農空間の保全・活用を図るための土地利用を基本としつつ、地域の活力の創出に資

する可能性が高い地域では、自然環境との調和を図りながら有効な土地活用を推進します。 

 

                            
60 職住近接：居住地と職場が近いこと。 
61 ユニバーサルデザイン：高齢や障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や

建造物、生活空間などをデザインすること。 
62 市街化区域：都市計画法による都市計画区域のうちすでに市街化を形成している区域及び概ね 10年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 
63 低・未利用地：長期間利用されていない未利用地と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用頻度、整

備水準、管理状況など）が低い低利用地の総称。 
64 市街化調整区域：都市計画法による都市計画区域のうち、原則として開発が抑制されている区域。 
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人・自然・歴史・文化輝く 

ふれあいと創造のまち 河内長野 
 

第５章 将来都市像の実現に向けたまちづくり 
 

第１節 政策の体系 
 

本市がめざす将来都市像を実現するため、「まちづくりの方向」として３つのまちづくりの基本

目標と 10の分野別政策、及び都市の魅力を創造・発信する包括的政策65を定めるとともに、「まち

づくりを支える政策」として３つの基本政策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
65 包括的政策：分野横断的に戦略性を持って進める政策のこと。 

＜将来都市像＞ 

※河内長野市の木：くすのきをイメージしています。 

基本政策１ 

協働によるまちづくり 

基本政策２ 

「選択と集中」による 

行政運営の推進 

 

基本政策３ 

安定した財政基盤の 

確立 

分野別政策８ 

豊かな自然と暮らしが 

調和する環境づくり 

 

包括的政策 

都市魅力の創造と 

効果的な発信 

分野別政策３ 

誰もが元気で暮らせる 

健康づくり 

 

分野別政策１ 

安心を築く危機管理・ 

安全対策の推進 

分野別政策２ 

みんなで共に支えあう 

福祉の充実と仕組みづくり 

分野別政策 10 

にぎわいと活力を創造 

する地域産業の振興 

分野別政策９ 

地域経済活力や生活利便

性を高める都市基盤づくり

とマネジメント 

分野別政策６ 

生涯にわたる多様な 

学びの推進 

分野別政策７ 

一人ひとりを大切にする思い

やりのあるまちの推進 

 

分野別政策５ 

ふるさとへの誇りを高め 

未来を拓く教育の推進 

基本目標２ 
「育み・学び・
思いやり」の質
の高いまち 

基本目標３ 
「潤い・快
適・活力」の
にぎわいの
まち 

基本目標１ 
「安全・安
心・支えあ
い」の暮らし
やすいまち 

分野別政策４ 

子どもが健やかに 

育つ環境の整備 
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第２節 まちづくりの方向とまちづくりを支える政策 
 

政策の体系に基づき、まちづくりの方向を示す基本目標と分野別政策・包括的政策、及びまち

づくりを支える政策としての基本政策の内容を示します。 

 

１．まちづくりの方向 

 

基本目標１．「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 
誰もが住み良いまちづくりの基本は、市民生活の安全・安心が確保されることです。市民・

関係団体・事業者・関係機関などとの連携による防災・防犯などの安全対策に取り組むととも

に、市民主体の健康づくりや安心して医療が受けられる体制づくり、地域における支えあいな

ど、「安全・安心・支えあい」の実感できる暮らしやすいまちづくりをめざします。 

 

●分野別政策１ 安心を築く危機管理・安全対策の推進 

●災害に対する意識啓発をはじめ、自主防災組織の設置促進や事業者・学校等の自主的な防

災活動の促進、治山・治水による土砂災害対策などによる減災対策に取り組むとともに、

遠隔地を含めた他の自治体及び事業者との災害時協力体制の構築や避難行動要支援者支援

制度66の促進、避難所の体制整備、情報伝達手段の確保に取り組むなど、災害時に適切な

対応がとれる体制の強化を図ります。 
 
●災害や大規模事故、感染症、火災、救急に対応するため、市民・関係団体・事業者・関係

機関などとの連携を強化するとともに、救急・救助活動を迅速・的確に行えるよう、消防・

防災拠点を中心にさらなる消防・救急体制の充実・強化を図ります。 
 
●防犯意識の高揚や防犯設備の整備、自主防犯組織67の充実など、市民・関係団体・事業者・

警察などの関係機関と連携し、今後においても府内トップレベルの犯罪の少ない都市をめ

ざします。 
 
●地域ぐるみでの交通安全意識の高揚や交通安全施設68の整備など、交通安全対策を推進す

るとともに、市民が安全で豊かな消費生活を送れるよう、消費者への教育や意識啓発、情

報提供を推進します。 

 

●分野別政策２ みんなで共に支えあう福祉の充実と仕組みづくり 

●高齢者が安心して暮らすことができるよう、地域特性を踏まえた介護保険サービスなどの

充実や単身高齢者への対応に取り組むとともに、認知症対策や健康寿命の延伸のための健

康づくり・介護予防を推進します。また、いつまでも生きがいを持ち、元気な高齢者が地

域で活躍できる仕組みづくりを推進します。 
 
●保健・医療・福祉の連携をはじめ、市民・関係団体・事業者・関係機関などとの連携を図

りながら、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援により地域における孤立を防ぎ、可能な

限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地

域包括ケア体制の充実を図ります。 
 
●障がい者の尊厳と権利が保障され、一人ひとりの人格と個性を尊重しあいながら共生する社

会の実現をめざし、地域の中で安心して日常生活を送ることができるよう、ユニバーサルデ

                            
66 避難行動要支援者支援制度：避難行動要支援者名簿作成など、災害時の安全な避難を確保するための制度。 
67 自主防犯組織：地域で自主的に防犯活動に取り組んでいる組織のこと。 
68 交通安全施設：道路における交通の安全を確保するために必要な施設として、信号機や道路標識、歩道、道路

照明灯、ガードレールなどのこと。 
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ザインによるまちづくりを図るとともに、身近な相談支援や生活支援、就労支援などの充実

を図ります。 
 
●市民の理解と積極的な参加による地域福祉69の充実を図るため、市民同士の支えあいをは

じめ、地域の福祉活動団体やボランティア団体の活動支援・連携強化などの支えあいの仕

組みづくりを推進します。 
 
●国民健康保険や後期高齢者医療70、介護保険などの社会保障制度の健全で適正な運営を推

進します。 
 
●生活保護制度を適正に運営するとともに、生活困窮者をはじめ生活に不安を抱え、支援を

必要とする人に対して、総合的な相談体制や生活支援の充実を図ります。 

 

 

●分野別政策３ 誰もが元気で暮らせる健康づくり 

●健康寿命の延伸のため、健康意識を高め、子どもから高齢者まで市民一人ひとりの主体的

な健康づくりを促進するとともに、関係団体や事業者も含めた地域ぐるみによる健康づく

り体制の充実を図ります。 
 
●若い世代から運動不足や不規則な食生活などの生活習慣を改善するため、本市の自然環境

や地域特性を活かしながら、運動や食育71など健康づくりの取り組みを促進します。 
 
●各種健診の受診勧奨や保健指導の実施、各種保健事業などの充実を図ります。 
 
●市民が身近なかかりつけ医を持つことの促進や広域的な連携も含めた医療体制の確保を推

進します。 
 

 

基本目標２．「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 
まちづくりを進める上で、地域における担い手確保のための人づくりが重要となっています。

学校教育環境の充実を図るとともに、地域総ぐるみで子どもを育むことができる体制づくりや、

いくつになっても学ぶことができる環境づくり、一人ひとりが尊重しあえる思いやりのある関

係づくりを図るなど、「ふるさと河内長野」にふさわしい「育み・学び・思いやり」の質の高い

まちづくりをめざします。 

 

●分野別政策４ 子どもが健やかに育つ環境の整備 

●保育や子育て支援サービスの充実や、相談体制の強化など、家庭や地域での子育てを支援す

る取り組みの充実を図り、子どもを安心して産み育てられる環境づくりを推進します。 
 
●児童虐待防止など、子どもの権利を守る体制の強化や、ひとり親家庭の自立支援を推進しま

す。 
 
●親と子が安心して健康に暮らすことができるよう、子育てをする親の孤立を防止するとと

もに、妊娠・出産に関する健康づくりや子育て相談などの充実を図ります。また、子ども

の発育状況及び発達障がい72などへの適切な対応を推進します。 
 
●仕事と子育ての両立を可能とする環境づくりに向けて、事業者等への支援を推進します。 

                            
69 地域福祉：市民や社会福祉関係者が協力して地域の福祉課題の解決に取り組む仕組み。 
70 後期高齢者医療：75歳以上の高齢者等を対象とした医療保険制度。 
71 食育：食料の生産方法や栄養バランス、食品の選び方、食文化など、広い視野からの食についての教育。 
72 発達障がい：発達期の脳機能不全に起因して発生する障がいの総称。自閉症や注意欠陥多動性障害などがある。 
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●分野別政策５ ふるさとへの誇りを高め未来を拓く教育の推進 

●すべての子どもが共に学び、その能力や可能性を伸ばし、知・徳・体の調和がとれた、生

涯にわたる学習の基礎となる「生きる力」（確かな学力・豊かな心・健やかな体）を育む教

育の充実を図ります。 
 
●未来を担う子どもが、本市の豊かな自然、伝統、文化を活かした体験や仲間づくりの場・

機会の充実などにより、郷土である「ふるさと河内長野」への誇りを高め、大切にする態

度が育まれる環境づくりを推進します。 
 
●保幼小中73の連携の強化を図り、一貫性のある教育を提供するとともに、高校や大学との

連携を推進します。 
 
●コミュニティスクール74などを通じて、家庭や地域、学校がそれぞれに責任を持ち、相互

に協力しながら、家庭・地域との協働による学校づくりの推進や青少年の健全な成長の支

援、放課後の子どもの育ちへの取り組みなどを行うことで、地域総ぐるみで子どもを守り

育む環境づくりを推進します。 
 
●安全・安心な環境で学ぶことができるよう、耐震化や老朽化対策などを推進し、学校施設

の維持・充実を図ります。 

 

●分野別政策６ 生涯にわたる多様な学びの推進 

●いくつになっても学ぶことができ、学習の成果を地域課題の解決や地域の活性化につなげ

るため、多様な学習ニーズに対応できる学習の場の確保をはじめ、まちづくりに還元でき

る人材育成や誰もが活躍できる仕組みづくりを推進します。 
 
●公民館や図書館などの社会教育施設を活用した社会教育の振興を図るとともに、市民の主

体的な学習や自主的な活動の支援を推進します。 
 
●多様な文化活動を通じて市民がつながり、生き生きと生涯を送ることができるよう、芸術

の振興や古典の普及など文化活動の充実により、文化の質が高いまちづくりを進めます。 
 
●歴史文化遺産をはじめ、本市の伝統や文化を大切にし、ふるさとや地域への愛着と誇りを

高めることができるよう、これらの資源を保全し、生涯学習の場などで幅広く活用します。 
 
●子どもから高齢者まで誰もがスポーツに親しむことで、健康づくりや生きがいづくりにつ

なげることができ、地域の交流が促進されるよう、生涯スポーツ75を振興するとともに、

競技スポーツ76の活動を促進します。 

 

●分野別政策７ 一人ひとりを大切にする思いやりのあるまちの推進 

●一人ひとりの人権が尊重され、共に支えあうことができる地域社会を構築するとともに、

教育・学習の機会や地域活動を通じて、人権について理解を深める取り組みを推進します。 
 
●すべての市民が平和を大切にする社会づくりのため、恒久平和に対する意識高揚を推進し

ます。 
 

                            
73 保幼小中：保育所（園）、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校のこと。 
74 コミュニティスクール：学校・家庭・地域社会の協働による、より良い教育の実現をめざして、学校の様々な

教育課題に対応するために保護者や地域の方々が一定の権限と責任をもって学校運営

に参画する学校運営協議会を設置した学校のこと。 
75 生涯スポーツ：生涯を通じて健康の保持・増進やレクリエーションのため「だれもが、いつでも、どこでも気

軽に参加できる」スポーツ。 
76 競技スポーツ：プロスポーツなどに代表される対戦相手との競争や技術・記録の向上をめざすスポーツ。 
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●性別にかかわらず一人の人間として互いに尊重しあい、家庭、職場、学校、地域などで、

能力や個性を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進します。 
 
●国際的な視野を持った人材を育てるため、市民レベルでの国際交流や国際理解教育など、

多文化共生77を推進します。 
 

基本目標３．「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 
 豊かな自然環境は市民のかけがえのない財産であり、次世代に引き継ぐべきものであること

から、地域活力の創造との調和を図りながら、暮らしやすいまちづくりを進めていく必要があ

ります。本市の恵まれた自然環境を守り、地域資源を活用しながら、循環型社会の構築をはじ

め、都市基盤の整備による生活利便性の向上を図るとともに、まちのにぎわいづくりや、産業

の振興、雇用の創出などを図ることにより、「潤い・快適・活力」のにぎわいのあるまちづくり

をめざします。 

 

●分野別政策８ 豊かな自然と暮らしが調和する環境づくり 

●豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくため、森林や河川、農地などの保全・活用を推

進します。 
 
●暮らしの中での緑とのふれあいや、里山保全による生態系の維持、河川上流域としての水資

源の保全、個性豊かな魅力ある地域づくりに向けた自然景観・歴史的景観の形成など、潤い

を感じられる美しい環境づくりを推進します。 
 
●市民の理解と協力のもと、ごみの減量化・資源化をはじめ、自然エネルギーの導入や環境

にやさしいライフスタイル及び事業活動の浸透などを図り、環境負荷の少ない循環型社会

の構築を推進します。 
 
●ごみの不法投棄防止等の環境美化や公害の防止など、生活環境の向上を図ります。 

 

●分野別政策９ 地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント78 

●より豊かで質の高い暮らしを実現するため、中心市街地の活性化や美しい都市景観の形成

を促進するとともに、都市機能を集積した拠点づくりなど、地域ごとの特性に応じた計画

的な整備とマネジメントを推進します。 
 
●良好な住環境を維持・向上していくとともに、住宅施策による定住・転入の促進や、空き

家・空き地の適切な管理・有効活用等に関する取り組みを推進します。 
 
●道路や橋梁、上下水道、公園などのインフラ施設や公共建築物などの都市基盤について、

計画的な維持管理・更新を行い、快適さや生活利便性の向上を図るとともに、高齢化への

対応や災害に強い基盤づくりを推進します。 
 
●高齢化やライフスタイルの変化に対応するため、市民・関係団体・事業者・行政などが連

携・協力しながら地域の特性に合った公共交通の維持・発展を図ります。 
 
●大阪河内長野線の延伸をはじめ、堺方面のアクセス道路などの広域幹線道路網の整備によ

る広域的なアクセスの向上や、市内の道路網の充実を図ります。また、幹線道路沿道を中

心に新たな産業立地等を誘導し、雇用の創出を含めた地域経済活力や生活利便性の維持・

向上を図ります。 

                            
77 多文化共生：様々な文化が共に存在する社会。 
78 マネジメント：目標、目的を達成するために必要な要素を分析し、様々な資源やリスクなどを管理しながら、

効果を最適化しようとする手法。 
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●分野別政策 10 にぎわいと活力を創造する地域産業の振興 

●農林業、商工業、観光それぞれの分野において、市民・関係団体・事業者・行政などの連

携を図り、地域資源を活用した新たな価値を創造します。 
 
●農林業従事者の減少や高齢化に対応するため、人材育成の支援や「地域活性・交流拠点（奥

河内くろまろの郷）」を活用した販売農家の育成を行います。また、農林業経営の協業化

や計画的な基盤整備、鳥獣害対策などを推進するとともに、農林産品の地産地消やブラン

ド化、６次産業化79の取り組みを進めます。 
 
●地域に根ざした商工業の振興の支援を推進するとともに、健康・暮らしや技術革新分野な

ど、時代に則した産業振興を促進します。また、起業促進や地域特性を活かすことができ

る企業誘致により、職住近接による雇用や働く場の確保を推進します。 
 
●奥河内の玄関口である「地域活性・交流拠点（奥河内くろまろの郷）」を活用し、効果的

に本市の魅力を情報発信するなど、自然や歴史・文化などの地域資源を活かし、まちの観

光魅力を向上しながら観光振興を推進します。 
 
●年齢や性別にかかわらずチャレンジできる雇用・就労環境の充実を図り、誰でもいつまで

も元気に働くことができる産業基盤づくりを促進します。 
 

 

包括的政策 都市魅力の創造と効果的な発信 

●市民と行政が一体となって、本市が持つ豊かな自然や歴史・文化、多様な人材などのまち

の魅力を発掘・創出するとともに、めざすべき将来都市像を共有しながら、市民の本市へ

の愛着を育み、誇りが持てる「本市のありたい姿」を追求し、河内長野市ならではの「ブ

ランド」の構築を推進します。 
 
●本市の様々な魅力を磨き上げ、組み合わせながら、市内外に向けた効果的な魅力発信を行

うことで、本市への関心と憧れを獲得するとともに、新規移住者や来訪者等の受け入れ体

制を整備することにより、定住人口・交流人口・活動人口の増加を図り、まちの持続的な

発展につなげることをめざします。 

 

 

                            
79 6次産業化：農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値

を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したもの。 
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２．まちづくりを支える政策 

 
将来都市像の実現に向け、本市のめざすまちづくりを支えるため、市民・関係団体・事業者・

行政などが、互いに連携・協力し、協働によるまちづくりを進めるとともに、限りある資源で

最良の行政サービスを提供できる行財政運営をめざします。 

 

●基本政策１ 協働によるまちづくり 

●より幅広い市民の社会参加をめざし、活動の場づくりの支援を行うとともに、市民・関係

団体・事業者・行政などが情報の共有や相互理解を深め、それぞれの役割分担のもとで連

携し、信頼関係を築きながら、まちづくりへの主体的な参画を促進します。 
 
●それぞれの地域において、魅力ある資源を活用するとともに、地域の多様な主体による連

携のもと課題解決が図れるよう、地域コミュニティの活性化を推進します。 
 
●地域における担い手づくりのための人材育成など、市民公益活動の活性化を行うとともに、

コミュニティ組織・ＮＰＯ・事業者・行政などの連携のもと、多様な主体による協働を促

進します。 
 

●地域サポーター80制度などによる地域に根ざした地域支援体制の充実や、各部署間の連携

強化など、協働によるまちづくりを進めるための行政の体制づくりを推進します。 

 
●基本政策２ 「選択と集中」による行政運営の推進 

●限られた財源を最大限に活かしながら、時代に即した行政需要に的確に対応し、市民サー

ビスのより一層の向上を図るため、行政評価を踏まえた「選択と集中」を進めるとともに、

実施主体の最適化や民間活力の活用など、効果的・効率的な行政運営を推進します。 
 
●市民と共に考え、共に活動し、市民から信頼される職員をめざし、意識改革をはじめ、よ

り一層の意欲と能力向上を図り、個々の職員が最大限に能力を発揮できるよう、総合的・

計画的に人材の育成を推進します。 
 
●情報通信技術を的確に活用し、情報格差や情報バリアフリーに配慮した誰もが利用しやす

く質の高い市民サービスを提供するなど、効果的・効率的な行政運営を推進します。 
 
●国や大阪府からの権限移譲への適切な対応や、行政運営の効率化とさらなる市民サービス

の向上を図るため、様々な分野において、近隣市町村や関係機関との広域連携の取り組み

を推進します。 

 
●基本政策３ 安定した財政基盤の確立 

●人口減少による市税の減少、高齢化に伴う社会保障関係経費の増加、公共建築物やインフ

ラ施設の更新に対応するため、行財政改革に積極的に取り組み、歳出の見直しと自主財源

の確保などによる安定した財政基盤を構築し、計画的な行政運営を推進します。 
 
●老朽化が進む公共建築物などについて、持続可能で新しいニーズに対応できるよう、これ

まで果たしてきた役割を踏まえ、必要性の高いサービスを継続する視点で施設などの最小

化と今後必要となる新たな役割に応じた最適化を図りながら、公共建築物の維持保全・有

効活用を推進します。 

                            
80 地域サポーター：市民が取り組む「地域まちづくり活動」に対して支援を行う職員。 
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第６章 計画の推進に向けて 
 

第１節 進行管理の仕組み 
 

本計画を着実に推進していくため、進行管理の仕組みを以下のとおりとします。 

 

１．ＰＤＣＡサイクル81による進行管理 
本計画を着実に推進していくため、成果指標に基づく達成状況の検証を行うとともに、行政

評価を活用したＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理により、効果的・効率的な行政経営につな

げます。また、計画の進行管理にあたっては、外部（市民や学識経験者など）の視点を積極的

に取り入れた仕組みを構築し、透明性や客観性を高めることにより、計画の実効性を確保しま

す。なお、基本計画については、評価に基づき５年を目途に見直しを行います。 

 

２．予算・財政計画との連動 
施策や事業の優先度の決定、実施手法の検討などを行い、基本計画と財政収支計画との連動

や実施計画と予算との連動を図りながら、戦略的に財源や資源の適正配分などの取り組みを推

進します。 

 

 

 

※総合計画の進行管理のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アウトソーシング82 

 

                            
81 PDCAサイクル：業務管理手法の一つ。（1）計画（plan）を立て、（2）計画に基づき実行（do）し、（3）実行し

た業務を評価（check）し、（4）改善（action）が必要な部分を検討し、次の計画に役立てる。 
82 アウトソーシング：業務の一部を外部の専門業者などに委託すること。 

Plan 計画 

実施計画の策定（予算との連動） 

予算の編成 

組織体制の決定 

Do 実施 

施策の展開 

事業の実施 

Check 評価 

行政評価の実施（施策評価、事務事業評価） 

・進捗状況及び課題の確認 

・成果の検証 

外部評価の実施 

Action 反映 
評価結果の活用 

・施策や事業の優先度の決定 

・事業の改善、取捨選択 

・事業実施方法・主体の検討 

（アウトソーシング 82、協働など） 

・財源や資源の適正配分 など 

総合計画の推進 

 基本構想 

 基本計画 財政収支計画との連動 
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第２節 計画推進の体制 
 

本計画を推進するための体制は以下のとおりとします。 

 

１．協働・連携による計画推進の体制 

市民・関係団体・事業者などの積極的な参加・参画を促進するとともに、行政との適切な役

割分担を行いながら協働によるまちづくりを進め、より効果的な計画の推進を図ります。 

 

２．庁内における計画推進の体制 

施策を担当する部署の責任の明確化を図るとともに、各部署間、職員間における情報共有、

適切な連携による取り組みを推進します。また、より効果的・効率的に施策を推進していくた

め、定期的な行政組織のあり方の検証と必要に応じた組織の再編成を行います。 

 

３．広域行政の推進 

市域を越えた市民の活動領域に対応するとともに、少子・高齢化の進行や厳しい財政状況等

に対応し、市民サービスの維持・向上を図るため、観光、産業などの活性化をはじめ、交通、

医療、福祉などの分野において、国や大阪府、近隣市町村などとの連携・協力により、広域的

な施策展開を推進します。 
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○河内長野市民憲章                  昭和 42年 11 月３日 制定 

 
 金剛、葛城、岩湧とつらなる山山にかこまれた河内長野市は、清らかな山河と、澄み切った大気のな

かで、貴重な文化財を伝えてきたゆかしいまちであり、また、進取と不屈の精神をもって、新しい都市

を建設しつつある、力強くたくましいまちです。 

 わたしたちは、このまちの市民であることに誇りをもち、心をあわせて、さらに美しく住みよいまち

にするため、ここに、この市民憲章を定めました。 

 

１ わたしたちは、恵まれた自然を愛しましょう。 

美しい山河に恵まれたこのまちは、健全な身心を養うにも、ふさわしい条件をそなえています。この

幸せを感謝するとともに、健康な生活環境を確保しましょう。 

１ わたしたちは、豊かな文化財に学びましょう。 

多くの文化財や史跡は、貴重な祖先の遺産です。これを大切にし、これによって歴史の流れを知り、

文化の向上に寄与しましょう。 

１ わたしたちは、生産することの価値をたたえましょう。 

創造の喜びは大きく、そのために働く人の努力はとうといものです。めいめいの職業に意欲をもやし、

豊かな生活をきずきましょう。 

１ わたしたちは、新しい世代に役だつ人となりましょう。 

次の社会、新しい時代に対応できる人材をつくることは、これからの教育に課せられた、大きな使命

です。そのために、理想的な教育環境をととのえる努力をしましょう。 

１ わたしたちは、人人との交わりを大切にしましょう。 

平和で、秩序ある市民生活は、良識に富んだ人間関係が基礎となるものです。温かい心のつながりに

よって、明るさに満ちたまちをつくりましょう。 


